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ゞ汗l・1－1  

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律（平成21年法律第83号）の概要  

1 臓器摘出の要件の改正   

移植術にイ射【十十ろた裾こ臓器を摘出することができる場合を次〃＿）（0又はセ）ゾ）い   

ずれか〃）場合とすろり  

持）本人〃“）∧書紬こ上る臓器提供の意思長ホがあった場合であって、遺族がこれを   

拒まないとき又さ士道接がないとき（現行法で〝）一別′卜）。  

セ）本人の臓器提供〟）意思が不明の場合‾で（有）／〕て、遺族がこれを書面により承諾  

するとき「、  

2 臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正  

移1舶こ係る脳死、抑ビを子fうことができろ場合左■次の汀ほ廿比類川、ずれかの場合   

と‾ij一るり   

け）二本人が  

ノ＼．！‡【fliに上り臓㍑堤供〟）一江思衣′j二て宣ごし、かノ）、   

lう」脳死、l三l陸竹折舟〃音は美ホせし∴亡いる」岩ごキゾ人外ノ）」’坊合  

であ／′）て、′結躁が脳死判定を拒たない上き又け京旅が／lニい、t二き   

r2）本人に／）いて  

∧ 臓器提供の意はが不明であり、か／）、  

fう 脳死、伸ヒの拒沖ノ痛北、長ホたし∴ている場合1、〃恒け場合  

であ／）て、 寺朕が脳死刊碇凍車1ニ斗パリM江上り埴誹トト㌔上さ  

3 親族への優先提供   

臓器捉供の意欄成心に併せて、差而に上り親族への臓溺れ優ろl己提供√ノ）一首思た表   

ホすろことができることとするー，  

4 普及・啓発  

仁昼I及び地方公北川体は、橙植術に仲川されろた的中臓課せ死⊥し〆た後に捉照り‾   

な意思の有無を運転免許暮‡11三及び医療保険の被保険者証等に．氾満目‾ることができる   

こととする等、移植医時にl是jすか啓発及び知識の普及に必要な施策せ溝－《ドるヰ，〃）   

とする 

5 検討   

政府け、虐待を′●受けたり描亡が叱亡しイニ」易斜こ、！うー接しIい甘か十川射㍍が宥細甘さかてこ   

とのないょう、移植医痴に従廿H‾な昔が児ぶに射しノノ－l▼洋一≠が子1二われた疑いが歳）ろか   

どうかを確認し、 及びその紅いがある場合に適切に対応するための〟俄に閲し検   

討を加え、 その結果に基づいて必要な相磯を講「ドるそ）〃）とすろハ   



1二’汗トl－2  

臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令について（概要）  

1 改正の内容  

① 臓器の移植に関する法律（平成9年法律第104号。以下「法」という。）の  

改正により、15歳未満の者からの臓器提供が可能となることから、小児（6  

歳未満の者）に係る脳死判定基準について定めること。  

（改正箇所：臓器の移植に関する法律施行規則（平成9年厚生省令第78号。以  

下「施行規則」という。）第2条）   

（教 法の改正により、臓器提供に係る本人意思が不明な場合に、家族の書面によ  

る承諾により脳死判定・臓器摘出が可能となること等から、脳死判定及び臓器  

摘出に関する記録について規定の整備を行うこと。  

（改正箇所：施行規則第5条及び第6条）   

③ 法の改正により、法附則第4条が削除されることに伴い、規定の整理を行う  

こと。  

（改正箇所：施行規則附則第3条及び第4条）  

し担拠規定   

法第6条第4項及び第10条第1項  

3 施行日  

平成22年7月17日   



1ノ′汗ト1－3  

「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）の一部改正」  

について（概要）  

Ⅰ 改正の内容  

1 臓器提供に係る意思表示等に関する事項  

（1）臓贈を提供しない意′臥表ホ等について  

臓器を提供する意思がないこと又は法に基／うく脳死判定に従う音ノl藍がないことが衣   

ホされていた場合には、隼齢に関わらず、臓器せ提供バ‾る意思、がないことを表示した   

肯から卿二対す  

る法に基づく脳死判定は行わないこと（，  

（2）知的粁－i字音等〝）意ノ盟友示について  

i‘三治医等が′家族等に対して柄状や骨溜りパ車川説明をや巨申で、患者が知的障害者等   

ノ）臓諾封是供に関する有効な意思表示が附難となる障書をイjすろ首であろことが判明し  

た場合においてけ、隼齢に問わらず  1而、その者‾かられ亜紺錮舶川．王見合わせること－，  

2 遺族及び家族の範囲に関する事項   

臓誤の桶川のノ鋸Ⅰ？に閏Lて扶に規定す方「遺族」の範潮に／〕いては、現行ガイドライ   

ンで定机る範囲を維持すろが、死亡した者が末成隼でありた牒拾にけ、特に父性それぞ  

れノ）意向を憤■托かノー）丁寧に把捉すること（，  

3 小児からの臓器提供施設に関する事項   

り）救急lウ三療等の関連分野において、l如かノ）lウ三瞭ろ二・けう施設で（¢）ろニ11：   

ゆ＋虐待防宜透里美彗（ノ亜出せ′受けた兄量へ山対応のた机宣ゼ・せ／■ル笑内体制が・幣備さ  

れていること   

を酎牛とし、現行ガイドラインで定める1酢糾し二、IJ本小り己総合l畑頗施一弘肱読会の会  

員施設を加えろ。   

・人′’邦†＝舟病障  

l：†い●・い．ご一・l」ミーー．－いi：卜．－1－・；卜・   

・‡】本脳神経判明イ：丹ル、州リレミ訓練肱役（八項）  

川ミ）八項とけ、－」理l伸渕削減眉彿・‾け上 井川二に、■廿∨′ニ）l州軋症例叛′引′‥巨い（－腑∴イヒ’畑／一肱㌻二と．   

・救命救1ユセンケー∧一とし′て．i忍1i∴！れた鮎i■せ   

・t‡本小リ上総合l畑頗施．役協誹言川）余＝施．没  

4 虐待を受けた児童への対応等に関する事項  

（l） 兄童からの臓灘明朝滝・子J二う施i役に必要な体制   

埴＋虐待防止委員会等の虐待を浅けたり描巨＼ノ）鉦応のた粧に必要な障内休制が一葉備さ   

れていること（，  

甘）りかぬ－1汁神）対応に関するマニニ11’ル′乳甘幣備されていろ二Il∴ ／け；、、11該－、′∴．。′一  

アルト丈、新たな知見の焼損により甘耕されろ必・要が溝）ろニヒ  

（2） 虐待が行われた疑い〃）イ√無け′）確認に／）いて  

（宴）虐待の微傾が搬認された場合には、児掛からの臓需捉供せ行ナ施㍊においてほ、  

Jl隻待対応のた納の院内体制の1ごで、  虐待が行われた疑いがあるかせ▼うかを紙認すろ  

ー し  
＼－（一 －）   



② この結果、当該児立について虐待が行われた疑いがあると判断した場合には、児   

競相．淡所等へ通告するとともに、禦容署へ通路するなどし胃係矧場と連航し、院内体   
制の下で当該児童への虐待対応を継続すること。  

③ その後、［宴学的理座に上り当該児竜について虐待が行われたとの疑いが否定され  

た場合についても、その旨を関係機関に連絡  した上で、≡1う該児童へのノー隻牲対応ル）継  

続の要否について綺討すること。  
（ニj） 臓器捉供を行ナ場合の対応   

① 主治医竿が家戯に対し、臓灘服用抽）機会があること等を告げ上うとする場合には、  

車前に、グー！許引打1ヒ左巨l会〝）委員等と情報共有せ悩丹  必り引こ応じて助言を得ること‘ 

ウニ）児量かり臓器の摘甘を行う場合には、施設内の倫理妾自余等両委員会において、  

（l）レ）ト続きを経ていることを碓認しノ、  2及びこう   そレ）可否を判1研すろこと 

や）力鉱役Iノ、巨り倫理委員余等で、児童に／）いてノ．隻待が子1二われた疑いがなくこ：lう．該りい如、ら   

町臓器摘＝が・巾iヒと判断した場合であっても、極細閃け）「続が行われろ場合には、   

捜倒矧聞と〃連鵬を十分にl亘】ること 

5 脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関   

する事項  

＝川王Tが、足首の状礁にノ）いて  拭に規定すろ脳死I帖〔キ行／Jた（ヒ  した／にしtJげ、胴  

叱－1二されうノニ）状億に－レ）ろr！二、甘酢した場合   （臓掛ル捌曲こl是卜tj‾るは律廉直用川り 丹減川隼  

り二／卜省、て丁第7■Hり一′．以十1‾施行親側＝ 上い▼ノ。，）  第2条第1J‾軋二該、牛トろh認軌らかイ  

打（け甘祐小ノ几、ずれかに該、tlすろ首をl探・く ）に／〕いて、l－り粂符‡2J甘終り・の月日車ハう  

乙‾ノ；了’ilり一か   ＝∴王でのいずれもが†晰乱射した場合 今l ））以後において、′狛肘掛ノ川甘死  

にノ〕いての理雛肋≠況写た踏．七え、臓錯視供勅働け河り）る、ニと、及び／医．‡粧二係る「続に  

瞑してf．L＝帥ミ1ソ、外山昔（臓帯移仙ネ・ソトリー∨－ク等佑灘描帥）あ／）せんに係る．貼絡胡照ぺ  

子十‾）首 りソ、トト卜∴ノーご′rネ・【・クー≠〉－ J上し、りくさ）に1二ろ言射り川ミrミ），ろこ圭な＝川又け．畑而に  

上りてl「げろ二√！∴  

6 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項   

扶に肛定一j‾な脳死、伸晶什則㈲l（」なノノ法にノル、てけ、施け規則において1［めし、〟jれていろ  

．ユニこ／）で－い〕が、さし、Jに佃々の検寮のf砿にノ）いてけ、i酎†M粧死判定ト′＝∴Jイ／レj（厚   

ノト科′羊研究雄廿Ⅲり研究■洋美「脳死、伸上「川粧二悍ける研究肛】、何歳11隼度裡H吾）に準   

拠して子J二ウニ圭 

ただし、脳幹反射消失の確認のうら、  英昭㈲肋河川）ろ症例におけるl紬姐反射の硝認に  

／Jいてけ隼l【拙こ牒jわL、ノー1ド  、I珊瑚削肘ハ碓認におけろ基本条件竿及び無呼吸テストぴノ）基本  

条件等に／）いてけh歳末沼匪堵勃場合において  「小県町脳死判定吸び臓帯捉伊こ↑引こ関  

で・j‾ろ調糾肝たj  （、n茂21隼梗報告．1‡）rノ）．該、一打甘分に準拠して行うこと．．   

7 その他  
脳死判に・臓器楢tl州別卜要一真に伴う、l紺舟板定山・捌friた了J二うこ王，   

Ⅱ 根拠規定 臓器の移植に関する法律   

Ⅲ 施行日  平成22年7月17日  

2   



心臓移植希望者（レシピエント）選択基準の見直しについて  

【現状等】  

・移植郷土うに、基本的   

には、医学的適応、組織適合性等（川東学的見知から移植希望者選択基準が   

定められている。  

平成22隼6月末現在で169名のノブが心臓移植を希望して（社）＝本臓   

器移植ネットワーク（以下、ネ、ソト「ノーク）に登録をされている1．  

平成22隼G‖末現在までに心臓移植む受けたん▲69名車爪）名が医学的   

緊急度（StiltuS）のStatt1日l〃〕状態であ／ノた‖（社用法人「Ⅰ本臓器移植ネ   

ットリ←ク調べ）  

【検．仙川姑H  

O緊急渡（StilttlH）に／）いて  

現作〃）St；11二tlHlで上り弊急度が■㍍し、と考え1、」れる叫′i二ど什Jこう／川こす藍か 

J二射函）緊急度でけ一昭曲が難しい小リユ！トレイJ－〝）状艦新二ある小）  

埋め込み型朝潮人Vl二心臓を仙川】していろ場合せ、作外ユ▲いけ補助人′l二心臓  

を旭川している場合で緊急梗た考慮すカ必澱証≠高か。  

0隼齢について  

l甘辛的な硯ノL∴（・u踏まえ、隼齢に上ろ優先規定せ．設けイ〃㍑  

設ける場合に、何成未満〃J場斜こ佗うlことすろか．，  

（二）血油型に㌧いて  

・ 0プモーけ渕胤ポ提供昔（ドナー血）か小川胤紬ノ）配分をどの上うに考えるかり   

（現行の∧ノーら準「しl．そ〃）他」〝）．‡引寵を参照）  

血沼招－4ぴ）▲放と年齢肋優先をどノ）ょうに考えるか．，   

（例：血液型が 一致している成人と血l－液7年■4が適合している小児〝）優私順位せ  

どう考えるか）  

0基準変更に伴う経過措捌こ／Jいて  

・ Sti止tlSが変更となる待機者のノ／〃）待職汗＝針をとり工二うに考えるか 

基準宜相川‡二しにとヰ）なう車：跡′】勺なト縦きにノ〟）いてど〃）程ノ炉）糊l削左・考慮  

するか－j   



心臓移植希望者（レシピエント）選択基準（案）  

1，適合条件   

＝）∧1う（）i▲しl帖佐里  

∧Ⅰう（）J・し1仙女ノ世）一致（i〔l州1ic‖り及び適合（（、（叩肌用－1（、）の待機首を候補宵とす  

る－  

（2）休車（サイズ）   

†本・托ノl′甘ト【2（）（宮，、こi（）（宮，であることが望．rEしい  

ただL、移柚証‾望昔（レシピニにント）が小県である場合ほ、この駄川ではないし」  

（：i）l軸瓜作杭休   

リンパ上J油ほ交ノl′三溝軟（ダイレクト・クl∫スマッナチスト）を尖施し、Jノr「細胞杭休   

が闘・′トぐ‘¢）ろことを伸歳H‾ろ 

バネ′レナストが1甜′け城拾、リンハ球伸二頼交ノl′モ試快（ダイレクト・クしJス∵ツナナス   

ト）はれ‖l行することができて），  

卜l）（’ルIV杭休   

（’MIV杭困甜≠叫軸一怖ヤ用‘（レシし∴∫ント）に対しては、（、ル1V杭休瞑件の臓詔耽   

供署－（ドナーー）がヤま．たLいl  

．、iIll＼一t．」   

、111rli、i蟹沢町制こしないが、必ず輪作し、撒陳すな  

川）虚血▲許容＝川j  

臓需捉供首（ドナー膚）のノL、臓を摘川LてかL－J」‖川ル1ト軸二血流再㈱けてことが望㍑L  

し＼  

2．優ルl粧位   

適合条件に合弱り‾か移仙市望首（レシピニーニント）が手短牧′川三すろ場「汁二圧、佐糾し潮≠ソニ   

け、以仁の帖に仙′嘉して洗足すろ  

（1）組版  

臓肝ル柳帖こ閲すろ法律第6条の2の規定にj．〔づき、親鉄に対し臓胡を優兄的に根供   

する′法ノムがノシJミされていた場合には、、一1－肯親肱を似先するr】  

l   



（2）医！、即く」緊急度  

定ぷ：SLとlいゾISIA：次の（ア）から（ェ）までの状態のいずれかに該さ11すること。  

（ア）補助人工心臓を装j別Iの状態  

（イ）人動脈内バルーンハンビング（Ⅰ∧Ⅲり、総皮的心肺補助洪昭  

（l℃1）S）又は動静脈バイパス（VAti）を装着小の状態  

（ウ）人＝呼吸施行中の状態  

（ニl二）圧γ、（Ⅵ∵甘の巾症ヰに収容され、か／）、カテコラミン写の頗   

心張の持続的なノ1潮揖斐り一をわっている状態  

司く カテコラミン写仰臥心附こはフすスフすディエステラーゼ附   

′，㌧葉なども合まれる  

StatuslIi：次の（ア）の状態に該、l∧1すること。  

（ア）カテコラミン等の頗心葉の特融爪な点滴投Jノーを行っている状態  

（Il岬lノている状態を除く）  
＊ カテコラミン等の胤L、葉にはフォスフォディエステラいゼ阻  

′一号薬なども合点れる  

日高＝1バ2：待機小川山片で、ト一手J以外の状態  

11‖1′11ド：i：Stilし11Sl、片＝＝11H2で寺、IJ機小、l玲外条件（櫨頗．1三つ‡）をイl‘する  

状態のため・畔的に棚卸ノストか項削陳づれた状態  

Sl．ilLusIA、Sl．al．LISlli、Ht山肌2の帖に優化する‥（こi．の上も体的選択ノノ〟ミを参照）。  

．たた、11汀＝H：トへ〟）変更が翌録づれた＝加∴くで、選択対象から外れる1｝1玲外条件がなくな  

り、SL；1い】HIA、Sl．ill．1】SlIi又さい領巾は㌻へ性根録された時点かr〕、移柚帝望常（レ  

シビュント）として迅勅㍑l‘象となる。∧，  

（：り Ali（）ぺl帖佐里   叫●より優先する   
（3．の具体的選択〟法を参照）。  

（－1）待機瀾肛  

以卜〝）条件が令て川・リ）移楢帝ヤ雄一（レシピコニント）が板類〝存すろ場合は、往機   

期問のkい首を優ソ」する．′  

〔：〕Sレ1Ll措」Aの車軸It怖ヤ用‾（レシピ∴ント）糊で＝、柑＝剰別＝りはSlノilt11SIAの延べ  

」」遡とする、J  

（こ〕Sレ止uHlIミ直樹11一怖ヤそ首（レシピニーニント）lJりでは、待機期川＝StilLtlバ1A及び  

SlノatllSlIiの延べII数とするリ   



OStattlH2の柳1rl痛宵雄一（レシピエント）聞では、て、1j機矧刷は発録目からの延べ日   

放とする。  

：う．1＝仰（」選根カせ   

（l）ネットワークがブ＝ツク化されていない場合  

帖拉薄   医′潮勺緊急度   AIiOJ・し帖†紺1   

1   

▲致   

SLiltl．1SIA  
2  適合   

一致   

SlノaLt】Slli  
適合   

5   ・放  

Sli1111バ2  
6  適合   

＊l刷＝鮎川、Jに手短放†一の移柚帝望首（レシピエント）が／川三する場合に㍑待機瀾刷   

のkい首を優ツ」すろJ  

（2）ネットリーー膚クが糾紬′ドルニヰ，機他′畑こヰ）ゾlトソク化された場「ナ  

酬Wうネットソ、－一～W…－クにより・ノ山′畑こ分配が■け能であり、Jl伊根、（で扶削除してヰ，よい〃）で  

はないか，  

・l．そレ）他   

ご卜子来、封」＝1バl△叫写仙石ヤ用▲（レシ1二【ニーニントトが椚ノ肛十ろと、（川畑潮路肌朝署（ドナ   

ー∨・－）か項用晰附州伸■／二2〟）移柚宜・望賞一（レシピニーニント）に配分され、SレIl．1】Slliや11‖＝1バ  

2〃）彬柚宜■望省一（レシピ∴ント）に配分ふれ加、≠娃が′巨じろこ上がJ′尤tさかろり この場合  

けゾlトソク‖紳ハや人な合机て、選択ノ．川柚）札＝一汗パパ■ろこと上すろい  

ニi   



脳死下心臓移植者 移植時データまとめ  
（2010年6月末現在）  

1．移植時の医学的緊急度  

緊急度   人数   

Statusl   69   

Status2   1   

※ Status2は心肺同時移植の方  

2．移植時緊急度 Statusl対象者の該当条件  

Statusl条件   該当者（重複有）   

（ア）補助人工心臓   52   

（イ）IABP   2   

（ウ）人工呼吸器   2   

（エ）カテコラミン＆ICU／CCU入室   31   

＃戯人β本二膠茅移拶ネットワーク犀療本部謬ベ  
2β／α／7／ク   



＜心臓＞  

移植希望者数  169名  

ブβ／α尻J（L好庄一  

【血液型】  【原疾患】   

A   76   

B   39   

0   45   

AB   9   

計   169   

拡弓長型心筋症   97   

拡弓長相の肥大型心筋症   22   

拘束型心筋症   2   

虚血性心疾患   15   

弁膜症   2   

先天性心疾患   5   

再移植   

その他   25   

計   169   

【性別】  

【医学的緊急度】  

Statusl   109   

Status2   48   

Status3   12   

計   169   

【年代】  

0－9歳   

10－19歳   6   

20叫29歳   37   

30－39歳   47   

40－49歳   41   

50－59歳   33   

60－69歳   4   

70歳一   0   

言十   169  

【待機期間】  

1年未満   51   

1年以上2年未満   51   

2年以上3年未満   21   

3年以上4年未満   18   

4年以上5年未満   6   

5年以上   22   
計   169   

2β／α／ス′甘   



心臓移植希望者（レシピエント）選択基準  

1．適合条件  

（l∧）ABO式血滴型  

ABO式血液型〃卜一致（i〔l州ti（、とIl）及び適合（（ご（）岬‖titJIu）ぴ）待機者を候灘渚とす  

るり  

（2）体萌（サイズ）  

体一托差はw2（）（舛，～ニう（）％で（′レ）ることが誓！ましいく∧j  

ただし、移植帝望首（レシピ∴ント）が小児であろ場合＝、二（川根りではない．、  

（こう）前感作抗体  

リンパ球Il明か鼓笛試験（ダイレクト・クl＝ぐイツナテスト）を′実施L、抗丁細胞抗体   

が陰性であることを依．乙針卜る【－  

バネ／レナストが陰件の場合、リンパ肘相克交ブ仁試験（ダイレクト・クl′ス∵ツナテス   

ト）け省略することができるi，  

仁1）CMV抗休   

（二MV抗体陰性u）移埴有望署（レシピrllント）に対一してけ、（：MV抗休陰件の   

供首（ドナー∨嶋）が望㍑しい 

（5）【ⅠⅠ．A型   

、11油i、選択ノーに津≦にLないが、必ず検在し、草砺H一る1．  

＝り 虚血許容時間  

臓器提供首（ドナー▲・hV▲、一）のノL、臓む桶川してかrJ・川棚げ1卜旬こ血流肋瀾卜「ろニヒが望まし   

い｛）  

2．優兄川帥t   

適合条件に合致←lj一る移植希・望者‾（レシピエント）が筏放存／l三－（jて）場合には、優捌l称ンニ   

は、以下州圃こ拗零して決定すて  

（l）親族  

臓器の移植に関する法律第郎糾㍑勃規姐こ扶づき、純族に対し臓絹を優肘1勺に提供   

する乱l軋が表示されていた場合には、≠縁組旅な優ソ己するミ、  

1   



（2）医学的緊急性  

定義：StとItしISl：次の（ア）から（ェ），美での状態のいずれかに．該当すろこと 

（ア）補助人ニl二心臓せ必要とすろ状態  

（イ）大動脈内バ′レーンバンビング（Ⅰ八Bl））を必要と－1j一る状態  

（ウ）人」二岬吸を必要とサる状態  

（エ）上しこし】、Cし「し1等の鳴症蔓に収容され、か／）、カテコラミン 等〝）強  

心粟の持続的な点滴投／ブ▲が必・要な状態  

＊ カテコラミン等の弥心組こけノすン∵フォデヤエスナラーーーゼ一汁L  

′．i子葉などそ）含まれる  

1いIt．tlH2：待職＝り）患首で、ヒ．軋以外の状態  

SしこItノし1Sニう：1t‖tしISl、Sしとlしし1S2で待機【い、l坑ミ外尉′卜（感染廉彗一 塩イー寸て）  

帖似／）た甘ト≠榊勺に待機リストかし、，「州㍍ミさ」げ二状態  

頂町はして■畑山しし1さ11た億兆すろ（後述すろ具休的選択漬せ参照）しj Eた、1t′仙IH：う   

′、＼〃）′ノと一社小魚録され圭‖阜∴くで、運拭剖■象かシー）外れろ－。1析外条件がなぺ石汗、1l。‖tllHl某   

＝ニト1‖しIlバ2′、再往録され圭‖h∴くかL、ノ、移構成ヤ用・（レシピ∴ント）i！二して迅小甘用ぃニ  

・、∴  

（：う）∧Ⅰう（）」一加両肘l；一1  

劇化川棚lト！二すろが、弊急伸項■高し、バし‖しし1パ1の拷仙宜ヤ雄一（レシl二りニ】▲＿ント）がいな   

・：改すろ桝1一雄膏用・（レシピ∴ント）〟け、／山、場合にけ、適合首にl配分   いJl才「ナや他に   

すろ（彼j吏すろし＝本的浬郷里イ＿・一片照），  

（こ1．）待機期肛  

以トノ）糾卜が1ミてl・f卜叫榊†希・ヤ用・（レシピ∴ント）が裡数万宥1て，場イ汁1二、待峨   
期閃のにい首を似1t己すろり  

（）1l之ItしIH＝）榊l帰ー－1′ま昔（レシピニーニント）川でけ、待機朋l肛は∴汀寂しIHl（ノ）征べ＝  

●．．こ－・：∵  

（“jHl‖lしlバ2（ハ桝l川・望甘（レシピエント）問でけ、待職測肘削十借陳＝かしtJ川廷べ‡l  

放とすろり  

㌻ 牲体的選択ノノ〟：  

（1）ネットワーーークがゾlトソク化されていない場合  

∧‖（）古柚†研一l   川椰／二＝！く  l隼刊町緊急捜  

St′ヱlしし1ト；1  

＼lこ11しlトI   

SL；lt．しIS2   

SいItし1H2  



＊同川村立内に槻牧辛，の移植希望者（レシピエント）が存在する場斜こは  

待構瀾描け）長い音を優先する。  

（2）ネットワークが組織的にも機能的にもブl▼トノク化された場合  

順位＊   距離   

1 ブロック内   

2   ブロック内   

リ  
tJ   ブlニュック内   

エl   他ゾロック   

5   他ゾ烏ック   

ゾりツク内   

7   旭ゾl→ツク   

H   旭ゾlトノク   

＞ミく「司川称tト軸こ裡牧†，ぴ）移構帝望渚（レシピニーー・ント）が存れすな場合に吊  

待機期刷匪長い首な優先する－▲  

l．・● －1＝．   

将来、甘＝刃圧巨1ぴ）移植前望昔（レシピニー’・ント）が増加すろと、（招■柾瀾灘提供者（ドナ  

ーーー）か小用闘肋刷昭二かル杵柄帝望渚（レシピニ1ニント）に配分され、廿日汗汀S2〟）移梱成一望   

打（レシピニーー・ント）にl配分されない■附㌫が′巨じ～〕こ（l二がJ㌧魚とされろり 二〟雄よ含けノlトソク   

rliり叫り二号を暮／i「めて、選択基準の見直したすることとするi｝  

：i   



怒ノ！ゞ州・・－l  

＜心臓＞臓器提供者（ドナー）適応基準  

1．以下相室患又は状態を伴わないこととすろ、、  

（1）全身性の清鋸肘掛拠症  

（2）11t V抗休、IITLVMl抗体、ト＝うsjl陳、ⅠWl（、V抗体などが陽性  

（こりクしヱイツソニlニルト・ヤコブ柄及びそぴ）疑い   

仁l）悪ト′州裾盗り甘徳性脳肺漉及び榊軋′たと考か’ノれて）ヰ）レ）をtれミくり）  

2．以十川倶い鉦珊溌沌伴ナ場合にさ・ラこ、杵柄の適応ケ情前に棉汁（）‾る√・  

（l）心疾患の既往  

（2）心揖Ⅰ可、心ニーニト寸ズⅠなどに上ろ心叛揖の所札  

（：i）人J■ミニ〃）カナニ丁干ノミン仙川脚1j  

（例：ドパミンlり／用／転／‖－j‖にてト血行榔掛ノ鼎川が州さ†仁／’〔J労含）  

：う．隼齢：5（）紬、1巨小望Ⅰ三しいi，  

トj・．手J 卜．う■山ノけ川l室＝：榔lI二仙IIJ二されて）ニと   




